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令和４年７月２７日 

教育委員会事務局  

 

区立幼稚園集約化等計画(案)について 

 

１ 主旨 

近年、乳幼児期の教育・保育に求められる役割は大きなものとなっており、平成 

３０年４月に施行された「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」、「幼保連携型認定 

こども園教育・保育要領」（以下「幼稚園教育要領等」という。）では、「幼児期の教 

育・保育において育みたい資質・能力」や「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」 

が示され、３歳以上の教育・保育の内容が共通化された。 

こうした中、世田谷区でも、平成２９年７月に「世田谷区幼児教育・保育推進ビ

ジョン」（以下「幼保ビジョン」という。）を策定し、区の乳幼児期の教育・保育の

あり方を示した。また、令和３年度には、幼保ビジョンや幼稚園教育要領等を踏ま

え、区の乳幼児期の教育・保育の推進拠点として、教育総合センター内に乳幼児教

育支援センターを設置するとともに、区内教育・保育関係者が共有すべき基本的方

向性を示した「世田谷区教育・保育実践コンパス」を作成するなど、就学前の子ど

もの教育・保育の充実に取り組んできた。 

一方、令和元年１０月に幼児教育・保育の無償化が開始し、令和２年４月には区

の保育待機児は解消した。こうした中、令和２年度以降、区立幼稚園・認定こども

園（以下「区立幼稚園等」という。）は、入園者数の減少が顕著となり、園の小規模

化により集団教育・保育から得られる様々な体験や活動に制約が生じることが懸念

されるなど、区の乳幼児教育・保育施設をめぐる状況は大きく変化している。 

また、今後策定される「子ども・子育て支援事業計画調整計画」では、単に子ど

もの人口の減少に合わせて支援や施設を減らすのではなく、これまでの施設や財

源・人材を在宅子育て支援などに振り向け、子ども・子育て施策の一層の充実をめ

ざす「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」を示すことを予定している。 

このような状況に対応し、区立幼稚園等における質の高い教育・保育の実践と区

全体の乳幼児期の教育・保育の質の向上を図るため、「今後の子ども政策の考え方

（グランドビジョン）」を踏まえ、平成２６年８月に作成した「区立幼稚園用途転換

等計画」（以下「用途転換等計画」という。）を見直し、今後の区立幼稚園等のあり

方を示す「区立幼稚園集約化等計画（案）」を取りまとめたので報告する。 

 

２ 計画の内容 

  詳細は、別紙１・２のとおり 

（１）用途転換等計画の進捗状況 

  用途転換等計画では、当時の重点課題であった保育待機児の解消にも資するため

区立幼稚園９園について、５園を区立幼保連携型認定こども園に、４園を公私連携
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の私立幼保連携型認定こども園へと転換することとしている。 

  これに基づき、平成２８年度に多聞幼稚園を幼稚園型認定こども園へ用途転換す

るとともに、平成３０年度をもって塚戸幼稚園を閉園し、同園跡地に公私連携の私

立幼保連携型認定こども園を開設した。 

 

（２）区立幼稚園等の現状及びそれを取り巻く状況 

  ➀ 区立幼稚園等入園者数の減少と配慮を要する児童の割合の上昇 

  区立幼稚園等では、幼児教育・保育の無償化や未就学児人口の減少等により在園

児数が急激に減少しており、令和４年度の定員に対する在園児数の割合（充足率）

は３８％となっている。 

  一方、在園児に占める配慮を要する児童（以下「要配慮児」という）の割合は、

２５.２％に上っている。 

【区立幼稚園在園児数の推移】 

 園    名 
H29 H30 R1 R2 R3 R4 

- 

人数 充足率 人数 充足率 人数 充足率 人数 充足率 人数 充足率 人数 充足率 

塚戸幼稚園 109 80.1 60 88.2 - - - - - - -  

三島幼稚園 78 57.4 71 52.2 78 57.4 79 58.1 57 41.9 47 34.6 

給田幼稚園 90 66.2 90 66.2 100 73.5 83 61.0 48 35.3 34 25.0 

中町幼稚園 101 74.3 90 66.2 60 44.1 49 36.0 45 33.1 39 28.7 

多聞 

幼稚園 

幼稚園枠 101 84.2 106 88.3 120 100,0 105 87.5 78 65.0 56 46.7 

保育枠 9 56.3 13 81.3 12 75.0 16 100,0 12 75.0 14 87.5 

合計 110 80.9 119 87,5 132 97.1 121 89.0 90 66.2 70 51.5 

松丘幼稚園 130 95.6 115 84.6 102 75.0 98 72.1 71 52.2 50 36.7 

砧幼稚園 84 61.8 94 69.1 93 68.4 81 59.6 62 45.6 45 33.1 

八幡山幼稚園 97 71.3 82 60.3 88 64.7 78 57.4 47 34.6 44 32.4 

桜丘幼稚園 136 100.0 123 90.4 127 93.4 118 86.8 103 75.7 84 61.8 

合      計 935 76.4 844 73.0 780 71,7 707 65.0 523 48.1 413 38.0 

※ 各年度 5月時点の数値 ※ 塚戸幼稚園は、平成 31年 3月で閉園 
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【幼稚園における要配慮児数】 

園名 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

塚戸幼稚園※2 15(13.8) 8(13.3) - - - - 

三島幼稚園 5(6.4) 9(12.7) 7(9.0) 9(11.4) 9(15.8) 9(19.1) 

給田幼稚園 13(14.4) 14(15.6) 12(12.0) 11(13.3) 6(12.5) 4(11.8) 

中町幼稚園 12(11.9) 13(14.4) 11(18.3) 6(12.2) 8(17.8) 14(35.9) 

多聞幼稚園 19(17.3) 19(16.0) 25(18.9) 24(19.8) 13(14.4) 16(22.9) 

松丘幼稚園 22(16.9) 18(15.7) 17(16.7) 17(17.3) 14(19.7) 17(34.0) 

砧幼稚園 18(21.4) 15(16.0) 14(15.1) 15(18.5) 19(30.6) 13(28.9) 

八幡山幼稚園 19(19.6) 14(17.1) 12(13.6) 17(21.8) 11(23.4) 13(29.5) 

桜丘幼稚園 19(14.0) 14(11.4) 12(9.4) 22(18.6) 17(16.5) 18(21.4) 

合計 142(15.2) 124(14.7) 110(14.1) 121(17.1) 97(18.5) 104(25.2) 

   ※1  （）内は在園児に占める要配慮児（各年度 5月）の割合 

※2  塚戸幼稚園は、平成 31年 3月で閉園 

② 保育待機児の解消・私立幼稚園入園児数の減少 

  保育待機児数は、区内保育施設の整備の進捗等により、令和２年４月には０人と

なり、解消された。また、私立幼稚園においても入園者は、減少に転じている。 

③ 医療的ケア児支援法の施行 

   令和３年９月１８日に医療的ケア児支援法が施行され、区立幼稚園等を含む学校

等の設置者は、在籍する医療的ケア児のため、看護師の配置その他の必要な措置を

講ずる責務を負うこととなった。 

 ④ 乳幼児教育支援センターの開設 

  区では、令和３年１２月に区の乳幼児期の教育・保育の推進拠点として、乳幼児

教育支援センターを設置し、子どもたちに質の高い教育・保育の提供する体制の構

築に取組んでいくこととした。 

 

（３）用途転換等計画の見直し 

  保育待機児が解消したことにより、区として当面の間、新規の保育施設の整備を

見合わせることとした。これを踏まえ、区立幼稚園等の区立幼保連携型認定こども

園及び公私連携の私立幼保連携型認定こども園への用途転換は行わない。 

 

（４）区立幼稚園の集約化について 

区立幼稚園等を取り巻く状況の変化を踏まえ、現在８園ある区立幼稚園等につい

ては、区内５地域に１か所程度とし、地域の教育・保育の拠点として乳幼児期の教

育・保育を先導・推進する役割を果たすよう、段階的に集約化していく。 

区立幼稚園の集約化にあたっては、区立幼稚園の築年数が概ね４５年～５０年程



  4 

 

4 

 

度であり、施設の耐用年数である築６５年には至っていないことや、財政負担の軽

減、平準化の観点を踏まえて、要配慮児等の受入れに向けた機能強化を目的とした

一部改修を行い、既存施設を活用することを基本とする。 

また、施設の改修にあたっては、各施設の調査を行うとともに、医療的ケア児の

区立学校等での円滑な受け入れに関する作業部会の検討も踏まえて、医療的ケア児

の受入れ等のために必要な機能とその整備手法について可能な限り反映させてい

く。 

集約化後の区立幼稚園等の施設類型については、幼稚園又は幼稚園型認定こども

園とする。 

集約化後の各園の機能や役割としては、３歳児の段階から要配慮児等を含めた児

童の受入れを行っていくことを基本とする。また、新たに開設した乳幼児教育支援

センターにおいては学識経験者等の知識・経験を活用しながら、保・幼・小の連携

や乳幼児期の教育・保育の実践充実に向けたモデル研究の取組みを進めていること

から、各幼稚園等と連携しながら３歳児からの教育・保育について先進的な研究等

に取り組んでいく。そのような機能・役割を十分に果たすために、区立幼稚園及び

幼稚園型認定こども園における３歳児保育の導入に向けて、検討を進めるものとす

る。 

検討にあたっては、区立認定こども園多聞幼稚園も含め、各園の在園児数や区全

体の乳幼児教育・保育施設の利用状況のバランス、要配慮児や医療的ケア児のニー

ズ等を踏まえ、具体的な定員等を定めるものとする。 

①  区立砧幼稚園について 

区立砧幼稚園については、区立砧小学校との複合化による改築を行い、給食の提 

供や預かり機能の充実を目的として、幼稚園型認定こども園に用途転換する。 

また、医療的ケア児支援法の施行を踏まえ、改築後には、医療的ケア児を幼稚園

等から小学校、新ＢＯＰまで一貫して受け容れるモデル的取組みを行うこととし、

複合化による改築を行う中で、必要な設備等の整備を図ることとする。 

幼稚園枠及び保育枠の定員等の詳細については、個別の「用途転換移行計画」に

おいて定める。 

②  区立認定こども園多聞幼稚園について 

     既に幼稚園型認定こども園へ用途転換している区立認定こども園多聞幼稚園は、

三宿の杜なごみ保育園の連携園となっており、同園を卒園した４歳児の受け入れ先

となっていることなどから、当面の間、現在と同様の運営を基本とする。 

ただし、学年数、クラス数、定員等の詳細については、必要に応じて見直しを行 

う。 

③ 区立砧幼稚園、区立認定こども園多聞幼稚園以外の園について 

区内の幼稚園全体の園児数が減少傾向にある中で、乳幼児教育・保育施設の利用

状況のバランスとこれまで担ってきた役割及び今後果たすべき役割に留意しなが

ら、区立幼稚園の集約化を進めていくものとする。 
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各施設の学年数、クラス数、定員等の詳細は、施設ごとに作成する個別の集約化

に係る計画において定める。 

④ 集約化の年次等について 

   集約化の年次・組み合わせ等については、区立幼稚園の在園状況、地理的条件、

集約化後の跡地の活用等を総合的に勘案して確定していく。 

【各園の集約化等の内容・年次について】 

地 域 園 名 集約化等の内容 運営形態 
集約化等の 

想定年次 

世田谷 
桜丘幼稚園 松丘幼稚園と桜丘幼稚園を集約化 

（現桜丘幼稚園の園舎・園庭を活用） 
区立幼稚園 令和８年度以降 

松丘幼稚園 

北 沢 多聞幼稚園 用途転換済 
区立幼稚園型 

認定こども園 
－ 

玉 川 
中町幼稚園 三島幼稚園と中町幼稚園を集約化 

（現中町幼稚園の園舎・園庭を活用） 
区立幼稚園 令和９年度以降 

三島幼稚園 

砧 砧幼稚園 
区立砧小学校と 

複合化後に用途転換 

区立幼稚園型 

認定こども園 

令和 11年度以降 

(新園舎の供用) 

烏 山 
八幡山幼稚園 給田幼稚園と八幡山幼稚園を集約化 

（現八幡山幼稚園の園舎・園庭を活用 ） 
区立幼稚園 令和 10年度以降 

給田幼稚園 

※ 上記想定年次は、現時点での最短で整備が可能な年次を記載。集約化の順序については、

施設の改修・改築等の可能性や集約化後の跡地の活用等を総合的に勘案して決定 

※ 集約化の組み合わせ及び集約化の順序は、現時点での想定を記載 

※ 「集約化等の想定年次」について砧幼稚園は、集約化の想定年次ではなく、新園舎の供用が可

能となる想定年次 

  

（５）今後の区立幼稚園等のあり方 

   これまで区立幼稚園においては、経験豊富な幼稚園教諭により、個々の児童の発

達や特性に応じたきめ細やかな教育・保育が実践されてきた。また、要配慮児につ

いて、介助員により個々の特性に応じた手厚い支援が行われてきた。区立幼稚園等

の集約化後においては、このような各園において蓄積された様々な経験や知識を活

用して、５つの園が乳幼児教育支援センターと連携しながら、以下のような役割を

担うとともに、それぞれの機能の強化を図っていく。 

  

  ➀ 乳幼児期の教育・保育の質の向上に向けた連携の先導・推進 

    「学び舎」の構成園、地域の教育・保育の拠点として、私立幼稚園や保育所等

と協力しながら、乳幼児期の教育・保育の質の向上に向けて、公私立、幼稚園・保

育所等の枠を超えた連携や、保・幼・小・中の交流・連携、就学前教育と義務教育

の円滑な接続の実現等を先導・推進する。 
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  ➁ 社会の変化に伴う働き方の多様化等に対応した機能充実 

    核家族化の進行や共働き世帯の増大等の社会の変化に伴う保護者の働き方の多

様化に対応し、子どもたちへ質の高い教育・保育を提供するとともに、保護者の

負担軽減・就労支援のため、長期休業期間中の預かり保育の実施や、預かり保育

の時間延長等の機能充実を図る。 

  ➂ 世田谷区の特色ある取組みの実施 

     乳幼児教育支援センターを中心として展開するモデル研究とその成果の共有

化、子どもたちが非認知的能力等の「これからの社会を生き抜く力」を培うこと

のできる環境づくり、地域団体等と連携した家庭教育・子育て支援の取組み、大

学等と連携した研究・試行事業など、世田谷区の特色ある取組みの担い手として

研究や事業を牽引する。 

  ④ 要配慮児・医療的ケア児の対応 

      区立幼稚園等は、従来から要配慮児の受け入れを行ってきた。 

     集約化後においても、私立幼稚園や保育所等と連携し相互に補完しながら、

これまで培われたノウハウや教育・保育内容を活かし、きめ細やかな対応を行

うとともに、医療的ケア児支援法を踏まえ、医療的ケア児の対応に取り組み、

インクルーシブな 教育・保育を推進していく。 

 

（６）今後の進め方について 

区立幼稚園の集約化については、本計画に基づき、区の乳幼児教育・保育施設を

めぐる状況の変化、区の財政状況等を総合的に勘案し、段階的に進めていく。 

区立幼稚園集約化後の跡地活用については、「子ども・子育て支援事業計画調整

計画」に示される予定の「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」を踏

まえ、区立保育園の再整備計画の方向性との整合性等も勘案しながら、「子ども・

子育て応援都市」として、教育を含む子ども・子育て施策を一層バージョンアップ

するための検討・調整を行う。 

また、次期基本計画の中間見直しや「子ども計画(第３期)」見直しの時期に合わ

せて、本計画についても、その進捗状況の検証等を行う。 

 

３ 今後のスケジュール 

  令和４年 ８月    策定 

       ８～９月  各園保護者等への周知     
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区立幼稚園集約化等計画(案) 
～今後の区立幼稚園・認定こども園のあり方について～ 

 
 
 

 
 
 
  

令 和 ４ 年 ７ 月  

世 田 谷 区 教 育 委 員 会  

別紙１ 
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１ 「区立幼稚園集約化等計画」策定の趣旨 

近年、乳幼児期の教育・保育に求められる役割は大きなものとなっており、 
平成３０年４月に施行された「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」、「幼保連

携型認定こども園教育・保育要領」（以下「幼稚園教育要領等」という。）では、

「幼児期の教育・保育において育みたい資質・能力」や「幼児期の終わりまで

に育ってほしい姿」が示され、３歳以上の教育・保育の内容が共通化された。 
こうした中、世田谷区でも、平成２９年７月に「世田谷区幼児教育・保育推

進ビジョン」（以下「幼保ビジョン」という。）を策定し、区の乳幼児期の教育・

保育のあり方を示した。また、令和３年度には、幼保ビジョンや幼稚園教育要

領等を踏まえ、区の乳幼児期の教育・保育の推進拠点として、教育総合センタ

ー内に乳幼児教育支援センターを設置するとともに、区内教育・保育関係者が

共有すべき基本的方向性を示した「世田谷区教育・保育実践コンパス」を作成

するなど、就学前の子どもの教育・保育の充実に取り組んできた。 
また、この間、幼稚園・保育所等を利用する家庭のあり方・保護者の働き方

が多様化したことに伴い、乳幼児期の教育・保育に関するニーズも多様化する

一方で、令和元年１０月には３歳以上の幼児教育・保育の利用料が無償化する

とともに、令和３年９月には「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関す

る法律」（以下「医療的ケア児支援法」という。）が施行され、幼稚園・保育所

等の設置者が医療的ケア児に対して適切な支援を行う責務を負うこととなった。 
こうした中で、令和２年４月に区の保育待機児が解消するとともに、令和２

年度以降、区立幼稚園・認定こども園の入園者数の減少が顕著となり、園の小

規模化により集団教育・保育から得られる様々な体験や活動に制約が生じるこ

とが懸念されるなど、区の乳幼児教育・保育施設をめぐる状況は大きく変化し

ている。 
今後策定される「子ども・子育て支援事業計画調整計画」では、「子ども計画

（第２期）後期計画」及び「子ども・子育て支援事業計画」の進捗状況を踏ま

え、子どもと子育て家庭をとりまく急激な変化に対応するため、単に子どもの

人口の減少に合わせて支援や施設を減らすのではなく、これまでの施設や財源・

人材を在宅子育て支援などに振り向け、子ども・子育て施策の一層の充実をめ

ざす「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」を示すことを予定して
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いる。 
本計画は、このような状況の変化に対応し、区立幼稚園・認定こども園にお

ける一層質の高い教育・保育の実践と区全体の乳幼児期の教育・保育の質の向

上を図るため、「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」を踏まえ、

「区立幼稚園用途転換等計画」（平成２６年８月策定）を見直すとともに、今後

の区立幼稚園・認定こども園のあり方について示したものである。 
   

２ 「区立幼稚園用途転換等計画」見直しの背景 

（１）「区立幼稚園用途転換等計画」の進捗状況 

   平成２６年８月に策定した「区立幼稚園用途転換等計画」（以下「用途転換 

等計画」という。）では、当時の重点課題であった保育待機児の解消にも資す

るため、区立幼稚園９園について、５園を区立の幼保連携型認定こども園へ、

４園を公私連携の私立の幼保連携型認定こども園へと用途転換を進めること

とした。用途転換にあたっては、５園を３歳児から５歳児を対象とした区立の

幼保連携型認定こども園に用途転換し、４園を０歳児から５歳児を対象とした

公私連携の私立の幼保連携型認定こども園へと用途転換することを想定して

いた。 

  これに基づき、将来的に幼保連携型認定こども園への移行を検討することを

前提として、平成２８年度に区立多聞幼稚園について幼稚園型認定こども園へ

の用途転換を行った。 

  また、区立塚戸幼稚園については、平成３０年度をもって閉園し、令和２年

度、同園跡地に公私連携の幼保連携型認定こども園を開設した。 

  区立松丘幼稚園は、区立弦巻中学校の改築に合わせて、複合化による改築・

用途転換を計画していたが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業見直

しにより、区立弦巻中学校との複合化による改築・用途転換は中止となった。 

区立砧幼稚園についても、区立砧小学校の改築に合わせた複合化による改

築・用途転換を計画しており、改築後は医療的ケア児を幼稚園から小学校、新

ＢＯＰまで受け入れるモデル的取組みを行うことが予定されている。 
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【用途転換等計画（平成２６年８月策定）における移行年次等について】 

 用途及び運営形態 整備手法 予定移行年次 

多聞幼稚園 区立認定こども園 改修（一部増築） 平成２８年度予定 

松丘幼稚園 区立認定こども園 改築 平成３０年度以降 

桜丘幼稚園 私立認定こども園 改築 平成３３年度以降 

三島幼稚園 区立認定こども園 改修または改築 平成３４年度以降 

中町幼稚園 私立認定こども園 改築 平成３５年度以降 

塚戸幼稚園 私立認定こども園 改築 平成３１年度以降 

砧幼稚園 区立認定こども園 改築 平成３２年度以降 

給田幼稚園 区立認定こども園 改修（一部増築） 平成３１年度以降 

八幡山幼稚園 私立認定こども園 改築 平成３１年度以降 

 

（２）区立幼稚園・認定こども園の現状及びそれを取り巻く状況 

① 区立幼稚園・認定こども園入園者数の減少と配慮を要する児童の割合の上昇 

    区立幼稚園・認定こども園では、幼児教育・保育の無償化や未就学児人口 

の減少等の影響により在園児数が急激に減少しており、定員に対する在園児 

数の割合（充足率）を比較すると平成２９年度が７６.４％、平成３０年度が

７３.０％なのに対して、令和４年度は３８.０％となっている。 

   また、定員に対する新規入園児の応募倍率は、平成３１年度が０.７２倍な

のに対して、令和４年度が０.３１倍となっている。 

     一方、配慮を要する児童（以下「要配慮児」という。）の数は、平成２９年

度が１４２人、令和４年度が１０４人と減少傾向にあるが、在園児に要配慮児

が占める割合は、平成２９年度が１５.２％に対して、令和４年度は２５.２％

と上昇している。 
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【区立幼稚園在園児数の推移】 

 園    名 
H29 H30 R1 R2 R3 R4 

人数 充足率 人数 充足率 人数 充足率 人数 充足率 人数 充足率 人数 充足率 

塚戸幼稚園 109 80.1 60 88.2 - - - - - - -  

三島幼稚園 78 57.4 71 52.2 78 57.4 79 58.1 57 41.9 47 34.6 

給田幼稚園 90 66.2 90 66.2 100 73.5 83 61.0 48 35.3 34 25.0 

中町幼稚園 101 74.3 90 66.2 60 44.1 49 36.0 45 33.1 39 28.7 

多聞 

幼稚園 

幼稚園枠 101 84.2 106 88.3 120 100,0 105 87.5 78 65.0 56 46.7 

保育枠 9 56.3 13 81.3 12 75.0 16 100,0 12 75.0 14 87.5 

合計 110 80.9 119 87,5 132 97.1 121 89.0 90 66.2 70 51.5 

松丘幼稚園 130 95.6 115 84.6 102 75.0 98 72.1 71 52.2 50 36.7 

砧幼稚園 84 61.8 94 69.1 93 68.4 81 59.6 62 45.6 45 33.1 

八幡山幼稚園 97 71.3 82 60.3 88 64.7 78 57.4 47 34.6 44 32.4 

桜丘幼稚園 136 100.0 123 90.4 127 93.4 118 86.8 103 75.7 84 61.8 

合      計 935 76.4 844 73.0 780 71,7 707 65.0 523 48.1 413 38.0 

※ 各年度 5 月時点の数値 ※ 塚戸幼稚園は、平成 31年 3 月で閉園 

 

【過去５年間の新入園児数の状況】 

園   名 

平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

総数

（人） 
倍率 

総数

（人） 
倍率 

総数

（人

） 

倍率 
総数

（人） 
倍率 

総数

（人） 
倍率 

三島幼稚園 33 0.49 39 0.57 31 0.46 21 0.31 21 0.31 

給田幼稚園 46 0.68 50 0.74 32 0.47 16 0.24 16 0.24 

中町幼稚園 36 0.53 25 0.37 26 0.38 19 0.28 16 0.24 

多聞幼稚園 55 0.92 60 1.00 48 0.80 29 0.48 17 0.28 

松丘幼稚園 49 0.72 48 0.71 45 0.66 27 0.40 19 0.28 

砧幼稚園 42 0.62 47 0.69 33 0.49 22 0.32 17 0.25 

八幡山幼稚園 35 0.51 50 0.74 27 0.40 20 0.29 20 0.29 

桜丘幼稚園 55 0.81 67 0.99 50 0.74 39 0.57 39 0.57 

合    計 351 0.65 386 0.72 292 0.54 193 0.36 165 0.31 

※ 多聞幼稚園は幼稚園枠のみ 
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【幼稚園における要配慮児数】 

園名 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

塚戸幼稚園※2 15(13.8) 8(13.3) - - - - 

三島幼稚園 5(6.4) 9(12.7) 7(9.0) 9(11.4) 9(15.8) 9(19.1) 

給田幼稚園 13(14.4) 14(15.6) 12(12.0) 11(13.3) 6(12.5) 4(11.8) 

中町幼稚園 12(11.9) 13(14.4) 11(18.3) 6(12.2) 8(17.8) 14(35.9) 

多聞幼稚園 19(17.3) 19(16.0) 25(18.9) 24(19.8) 13(14.4) 16(22.9) 

松丘幼稚園 22(16.9) 18(15.7) 17(16.7) 17(17.3) 14(19.7) 17(34.0) 

砧幼稚園 18(21.4) 15(16.0) 14(15.1) 15(18.5) 19(30.6) 13(28.9) 

八幡山幼稚園 19(19.6) 14(17.1) 12(13.6) 17(21.8) 11(23.4) 13(29.5) 

桜丘幼稚園 19(14.0) 14(11.4) 12(9.4) 22(18.6) 17(16.5) 18(21.4) 

合計 142(15.2) 124(14.7) 110(14.1) 121(17.1) 97(18.5) 104(25.2) 

   ※1  （）内は在園児に占める要配慮児（各年度 5 月）の割合 
※2  塚戸幼稚園は、平成 31 年 3月で閉園 

② 未就学児人口の減少 

   令和４年の世田谷区の０歳～５歳の未就学児人口は、ピーク時の平成３０年

と比較すると９％減少している。 

   特に、１歳、２歳の減少が著しく、対平成３０年比で１歳が１７.０％減、

２歳が１４.０％減となっている。 

なお、「世田谷区将来人口推計」（令和４年７月）の令和９年の人口予測によ

る未就学児人口では、平成３０年と比較すると約１８％の減少となっている。 

【未就学児人口の推移・推計（全体）】 
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※ 令和５年以降は推計値 
 

【未就学児人口の推移】 

年齢 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

０歳児 7,605 7,447 7,158 7,157 6,696 6,472 6,460 

１歳児 7,624 7,708 7,672 7,262 7,256 6,745 6,362 

２歳児  7,411 7,543 7,673 7,589 7,256 7,168 6,596 

３歳児  7,153 7,418 7,608 7,645 7,494 7,192 7,041 

４歳児  7,059 7,096 7,550 7,623 7,663 7,463 7,135 

５歳児  7,231 7,102 7,201 7,570 7,630 7,698 7,402 

合計 44,083 44,314 44,862 44,846 43,995 42,738 40,996 

   ※各年１月 1 日時点 

 

【未就学児人口の人口推計】 

年齢 R5 R6 R7 R8 R9 

０歳児 6,307 6,210 6,145 6,100 6,050 

１歳児 6,390 6,277 6,218 6,153 6,108 

２歳児 6,245 6,293 6,204 6,146 6,082 

３歳児 6,490 6,155 6,212 6,124 6,067 

４歳児 7,699 6,458 6,134 6,192 6,104 

５歳児 7,093 6,972 6,452 6,129 6,186 

合計 39,520 38,365 37,366 36,844 36,597 

 ※「世田谷区将来人口推計」(令和４年７月）推計結果データより 

 ※ 推計値の端数処理の関係で各年齢の人口を合算した数値と合計が異なる場合

がある。 

③ 保育待機児の解消・私立幼稚園入園児数の減少 

保育待機児数は、平成２８年度にピークに達したが、その後、区内保育施設

の整備が進んだことや未就学児人口が減少傾向に転じたことにより、令和２年

４月に０人となり、保育待機児は解消された。 

また、私立幼稚園の入園者数は、減少傾向に転じており、東京都の「学校 

基本調査」によれば、平成３０年度と比較すると、令和２年度の入園者数は１
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２.０％減、令和３年度の入園者数は１９.５％減となっている。 

【年齢別待機児等数】 

年齢 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

０歳児  460 299 114 73 0 0 

１歳児    583 516 321 345 0 0 

２歳児    151 46 51 40 0 0 

３歳児      4 0 0 12 0 0 

４歳児      0 0 0 0 0 0 

５歳児      0 0 0 0 0 0 

合計 1,198 861 486 470 0 0 

   ※各年度 4月 1 日時点 

 

【私立幼稚園入園児数の推移】 

 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

入園者数 3,370 3,369 3,378 3,201 2,971 2,720 

対前年度比 - 99.97％ 100.27％ 94.76％ 92.81％ 91.55％ 

対 H28 年度比 - 99.97％ 100.24％ 94.99％ 88.16％ 80.71％ 

※ 入園者数は学校基本調査（東京都）の「本年度入園」の数値 

    私立幼保連携型認定こども園の数値は含まない 

④ 医療的ケア児支援法の施行   

   令和３年９月１８日に医療的ケア児支援法が施行され、区立幼稚園・認定こ

ども園を含む学校等の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が

保護者の付き添いがなくとも適切な医療的ケアその他の支援を受けることが

できるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずる責務を負

うこととなった。 

  ⑤ 乳幼児教育支援センター機能の設置 

     区では、令和３年１２月に開設した教育総合センターの中に乳幼児教育支 

援センター機能を設置し、区の乳幼児期の教育・保育の推進拠点として位置づ

けた。 
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  今後は、乳幼児教育支援センターを中心として、保育者の指導力や専門性の

向上を図るとともに、公私立、幼稚園・保育所等の枠を超えた連携を促進する

など、乳幼児期の子どもたちに質の高い教育・保育を提供する体制の構築に取

組むこととなった。 

 

３ 区立幼稚園集約化等計画 

  用途転換等計画策定後の区立幼稚園・認定こども園を取り巻く状況の変化を踏

まえ、用途転換等計画の内容を大幅に見直し、今後の区立幼稚園・認定こども園

のあり方について、「区立幼稚園集約化等計画」として、以下のとおり示すもの

とする。 

（１）用途転換等計画の見直し 

  保育待機児が解消したことにより、区としては、当面の間、新規の保育施設

の整備を見合わせる方針とした。このことを踏まえ、区立幼稚園の３歳児から

５歳児を対象とした区立幼保連携型認定こども園への用途転換及び０歳児か

ら５歳児を対象とした公私連携の私立幼保連携型認定こども園への用途転換

についても、当面行わないものとする。 

（２）区立幼稚園の集約化について 

  幼児教育・保育の無償化以降、区立幼稚園・認定こども園への入園者が著し

く減少しているとともに、区立幼稚園が発足した昭和４０年代において、その

量的補完を目的としていた私立幼稚園の入園者についても既に減少傾向に転じ

ている。また、区立幼稚園が区の乳幼児期の教育・保育の中で果たすべき役割

も時代とともに大きく変わってきている。 

現在８園ある区立幼稚園・認定こども園については、区の乳幼児期の教育・

保育の推進拠点として乳幼児教育支援センターが設置されたことなどを踏ま

え、区内５地域に各１園程度存立し、地域の拠点として乳幼児期の教育・保育

を先導・推進する役割を果たすように、段階的に集約化していく。 

区立幼稚園の集約化にあたっては、区立幼稚園の築年数が概ね４５年～５０

年程度であり、施設の耐用年数である築６５年には至っていないことや、財政
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負担の軽減、平準化の観点を踏まえて、要配慮児等の受入れに向けた機能強化

を目的とした一部改修を行い、既存施設を活用することを基本とする。 

また、施設の改修にあたっては、各施設の調査を行うとともに、医療的ケア

児の区立学校等での円滑な受け入れに関する作業部会の検討も踏まえて、医療

的ケア児の受入れ等のために必要な機能とその整備手法について可能な限り

反映させていく。 

集約化後の各園の機能や役割としては、３歳児の段階から要配慮児等を含め

た児童の受入れを行っていくことを基本とする。 

また、新たに開設した乳幼児教育支援センターにおいては、学識経験者等の

知識・経験を活用しながら、保・幼・小の連携や乳幼児期の教育・保育の実践

充実に向けたモデル研究の取組みを進めていることから、各幼稚園等と連携し

ながら３歳児からの教育・保育について先進的な研究等に取り組んでいく。そ

のような機能・役割を十分に果たすために、区立幼稚園及び幼稚園型認定こど

も園における３歳児保育の導入に向けて、検討を進めるものとする。 

検討にあたっては、区立認定こども園多聞幼稚園も含め、各園の在園児数や

区全体の乳幼児教育・保育施設の利用状況のバランス、要配慮児や医療的ケア

児のニーズ等を踏まえ、具体的な定員等を定めるものとする。 

① 集約化後の施設類型等 

  集約化後の区立幼稚園・認定こども園の施設類型については、幼稚園として

継続又は幼稚園型認定こども園へ用途転換するものとする。 

  また、幼稚園型認定こども園へ用途転換する場合は、給食提供のための厨房

の設置工事を行うことを基本とする。 

②区立砧幼稚園について 

  区立砧小学校と複合化し改築する予定の区立砧幼稚園については、幼稚園型

認定こども園に用途転換する。 

  また、医療的ケア児支援法の施行を踏まえ、改築に合わせて医療的ケア児を

幼稚園・認定こども園から小学校、新ＢＯＰまで一貫して受け容れるモデル的

取組みについて、他自治体の先行事例等も参考にしながら、施設・設備面、運

営・運用面の両面において必要な検討・取組みを行うものとする。検討結果は、
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区立砧幼稚園の改築及びモデル的取組みに反映させるとともに、他の区立幼稚

園・認定こども園、小学校、新ＢＯＰにおける医療的ケア児対応の取組みに活

用する。 

  区立砧幼稚園における医療的ケア児対応のモデル的取組みの本格実施は、改

築工事終了後とする。 

医療的ケア児については、ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）等に長期入院

した後、医療的ケアが日常的に必要となる児童が多く、比較的早期から医療的

ケア児及びその家族への支援に関するニーズが高いことが見込まれる。また、

砧幼稚園は砧小学校との複合化による改築を行う中で、必要な設備等の整備を

図ることが可能となることから３歳児保育の実施を基本とする。 

  以上のような点を踏まえ、幼稚園枠及び保育枠の定員等の詳細については、

本計画に基づき作成する個別の「用途転換移行計画」において定める。 

③ 区立認定こども園多聞幼稚園について 

  既に幼稚園型認定こども園へ用途転換している区立認定こども園多聞幼稚

園については、社会福祉法人なごみ福祉会三宿の杜なごみ保育園の連携園とな

っており、同園を卒園した４歳児の受け入れ先となっていることなどから、当

面の間、現在と同様の運営、学年、クラス数の継続を基本とする。 

ただし、学年数、クラス数、幼稚園枠及び保育枠の定員等の詳細については、

必要に応じて、在園児数の増減、要配慮児・医療的ケア児に係るニーズ、他の

乳幼児教育・保育施設の状況等を踏まえ、検討し、見直すものとする。 

 ④ 区立砧幼稚園、区立認定こども園多聞幼稚園以外の園について 

   区内の幼稚園全体の園児数が減少傾向にある中で、区全体の乳幼児教育・保

育施設の利用状況のバランスとこれまで区立幼稚園が担ってきた役割及び今

後果たすべき役割に留意しながら、区立幼稚園の集約化を進めていくものと

する。 

個々の施設の学年数、クラス数、定員等の詳細については、在園児数の増減

や医療的ケア児・要配慮児に係るニーズ、他の乳幼児教育・保育施設の状況、

既存施設の改修・改築の可能性等を総合的に勘案しながら検討し、本計画に基

づき、施設ごとに作成する個別の集約化に係る計画において定めるものとす
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る。 

現時点で想定されている集約化の組み合わせは、以下のとおりである。 

  ア. 区立中町幼稚園・三島幼稚園について 

     区立三島幼稚園と区立中町幼稚園を集約化する。 

   集約化にあたっては、現中町幼稚園の園舎・園庭を活用する。    

  イ. 区立八幡山幼稚園・給田幼稚園について 

    区立給田幼稚園と区立八幡山幼稚園を集約化する。 

   集約化にあたっては、現八幡山幼稚園の園舎・園庭を活用する。    

  ウ．区立桜丘幼稚園・松丘幼稚園について 

     区立弦巻中学校との複合化による改築に合わせて区立幼保連携型認定こ

ども園へ用途転換することを計画していた区立松丘幼稚園については、弦巻

中学校との複合化は行わず、桜丘幼稚園と集約化する。 

   集約化にあたっては、現桜丘幼稚園の園舎・園庭を活用する。 

⑤集約化の年次等について 

   集約化の年次、集約化の組み合わせ等については、区立幼稚園の在園状況や

地域の教育・保育の拠点としての地理的条件、各施設の築年数や改修・改築等

の可能性及びそのコストや乳幼児教育・保育施設の整備状況、集約化後の跡地

の活用等を総合的に勘案して確定していく。 

   なお、集約化の実施にあたっては、対象となる区立幼稚園に、現在在園して

いる児童やその保護者に十分配慮する。 

また、在園中に集約化が行われる園に入園予定の児童にも配慮のうえ、保護

者への説明などを通し、理解を得ていく。特に、集約化の実施及びそれに伴う

園児募集の停止の予定等については、入園申込みの段階で周知する。 
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【各園の集約化等の内容・年次について】 

地 域 園 名 集約化等の内容 運営形態 
集約化等の 

想定年次 

世田谷 
桜丘幼稚園 松丘幼稚園と桜丘幼稚園を集約化 

(現桜丘幼稚園の園舎・園庭を活用) 
区立幼稚園 令和８年度以降 

松丘幼稚園 

北 沢 多聞幼稚園 用途転換済 
区立幼稚園型 

認定こども園 
－ 

玉 川 
中町幼稚園 三島幼稚園と中町幼稚園を集約化 

(現中町幼稚園の園舎・園庭を活用) 
区立幼稚園 令和９年度以降 

三島幼稚園 

砧 砧幼稚園 
区立砧小学校と 

複合化後に用途転換 

区立幼稚園型 

認定こども園 

令和 11 年度以降 

（新園舎の供用） 

烏 山 
八幡山幼稚園 給田幼稚園と八幡山幼稚園を集約化 

(現八幡山幼稚園の園舎・園庭を活用) 
区立幼稚園 令和 10 年度以降 

給田幼稚園 

※ 上記想定年次は、現時点での最短で整備が可能な年次を記載。 

また、集約化の組み合わせ及び集約化の順序は、現時点での想定を記載 

※ 集約化の年次、集約化の組み合わせ及び集約化の順序については、施設の改修・改築等

の可能性や集約化後の跡地の活用等を総合的に勘案して決定 

※ 「集約化等の想定年次」について砧幼稚園は、集約化の想定年次ではなく、新園舎の供用

が可能となる想定年次 

 

（３）今後の区立幼稚園・認定こども園のあり方 

これまで区立幼稚園においては、経験豊富な幼稚園教諭により、個々の児童の

発達や特性に応じたきめ細やかな教育・保育が実践されてきた。また、要配慮児

について、介助員により個々の特性に応じた手厚い支援が行われてきた。区立幼

稚園・認定こども園の集約化後においては、このような各園において蓄積された

様々な経験や知識を活用して、５つの園が乳幼児教育支援センターと連携しな

がら、以下のような役割を担うとともに、それぞれの機能の強化を図っていく。 

  ➀乳幼児期の教育・保育の質の向上に向けた連携の先導・推進 

地域とともに子どもを育てる教育をめざす世田谷区独自の仕組みである

「学び舎」の構成園であり、地域の教育・保育の拠点としての役割を担う区

立幼稚園・認定こども園は、私立幼稚園や保育所等と連携しながら、乳幼児
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期の教育・保育の質の向上に向けて、公私立、幼稚園・保育所等の枠を超え

た連携や、区立小・中学校と幼稚園・保育所等との交流・連携、就学前教育

と義務教育の円滑な接続の実現等を先導・推進する。 

 ②社会の変化に伴う働き方の多様化等に対応した機能充実 

   核家族化の進行や共働き世帯の増大等の社会の変化に伴い、保護者の働き

方が多様化したことにより、区立幼稚園における教育・保育を望む保護者に

も、長期休業期間中(夏休み、冬休み、春休み)の保育や、長時間保育の実施

へのニーズが高まっている。 

    こうしたニーズに対応し、子どもたちへ質の高い教育・保育を提供すると

ともに、保護者の負担軽減・就労支援のため、区立幼稚園の集約化に合わせ

て、各園の職員体制を見直したうえで、長期休業期間中の預かり保育の実施

や、預かり保育の時間延長等、区立幼稚園・認定こども園の機能充実を図る。 

 ③世田谷区の特色ある取組みの実施 

      区では、乳幼児教育支援センターを中心として、実践コンパスを踏まえた

教育・保育の実践や「学び舎」を起点とした連携等のモデル研究を行うとと

もに、その成果を区内の公私立乳幼児教育・保育施設との共有化を図ってい

く。また、子どもたちが様々な「体験」を通して非認知的能力等の「これか

らの社会を生き抜く力」を培うことのできる環境づくり、保護者の不安を軽

減するための地域団体等と連携した家庭教育・子育て支援の取組み、大学等

と連携した研究・試行事業などを展開していく。区立幼稚園・認定こども園

は、地域の教育・保育の拠点として、乳幼児教育支援センターとともに、こ

うした世田谷区の特色ある取組みの担い手として研究や事業を牽引する。 

 ④要配慮児・医療的ケア児の対応 

   区立幼稚園・認定こども園は、従来から要配慮児の受け入れを行ってきて

いた。 

集約化後においても、私立幼稚園や保育所等と連携し相互に補完しながら、

これまで培われてきた支援のノウハウや教育・保育内容等を活かし、引き続

き、要配慮児へのきめ細やかな対応を行うとともに、医療的ケア児支援法の
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施行を踏まえ、医療的ケア児の対応に取り組み、インクルーシブな教育・保

育を推進していく。 

   また、対応に取り組むにあたっては、区立砧幼稚園における医療的ケア児

受け入れのモデル的取組みについての検討内容や他自治体での先行事例等を

踏まえ、運営・運用面及び設備等の面で必要な整備を行う。 

    

（４) 今後の進め方について 

区立幼稚園の集約化については、本計画を踏まえ、区の乳幼児教育・保育施

設をめぐる状況の変化、区の財政状況等を総合的に勘案し、段階的に進めてい

く。 

区立幼稚園集約化後の跡地活用については「子ども・子育て支援事業計画調

整計画」で示される予定の「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」

を踏まえるとともに、区立保育園の再整備計画の方向性との整合性や、施設の

改修・改築等の可能性、医療的ケア児や要配慮児への対応に向けた施設整備等

の要素を勘案し、「子ども・子育て応援都市」として、教育を含む子ども・子育

て施策を一層バージョンアップするための検討・調整を行う。 

   また、区立幼稚園の集約化に伴い、影響を受ける要配慮児等への対応につい

ても「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」等の方向性を踏まえ、

検討する。 

   区立幼稚園の集約化にあたっては、集約化途上及び集約化後の区立幼稚園・

認定こども園の教育・保育の実施状況や業務量等を踏まえ、運営・人員体制の

あり方について検討・調整を行うなど、区全体の乳幼児期の教育・保育の質の

向上と区立幼稚園・認定こども園の機能充実に向けて取組みを進めていくもの

とする。 

   また、本計画については、次期基本計画の中間見直しや「子ども計画(第３

期)」の見直しの時期に合わせて、その進捗状況の検証等を行う。 

    



  23

 

 

 

区立幼稚園の状況              

地

域 
園名 

創 

立 

年 

築 

年 

数 

土 

地 

所 

有 

在園児数（人) 

令和４年５月現在 

周辺幼児施設数

(半径１㎞圏内) 保育

待機

児数 

備考 

４歳 ５歳 計 
私立 

幼稚園 

認可 

保育園 

世
田
谷 

多聞 
昭和

48年 

49

年 
区 23 47 70 4 14 

0 

区立認定こども園 

平成２８年度～ 

松丘 
昭和

48年 

49

年 
区 20 30 50 2 16   

桜丘 
昭和

52年 

45

年 
区 39 45 84 2 21   

（旧） 

旭 

昭和

50年 

47

年 

賃

借 
－ － － － － 

私立認定こども園 

平成１９年度～ 

（旧） 

下馬 

昭和

54年 

43

年 
区 － － － － － 

私立認可保育園 

平成１２年度～ 

北
沢 

（旧） 

羽根木 

昭和

45年 

52

年 
区 － － － － － 

0 

私立認定こども園 

平成１９年度～ 

（旧） 

城山 

昭和

43年 

54

年 
区 － － － － － 

ほっとスクール城山 

平成７年度～ 

玉
川 

中町 
昭和

46年 

51

年 
区 16 23 39 4 7 

0 

  

三島 
昭和

42年 

55

年 
区 22 25 47 3 14   

砧 

（旧）

塚戸 

昭和

41年 

49

年 
区 － － － － － 

0 

私立認定こども園 

令和２年度～ 

砧 
昭和

48年 

49

年 
区 17 28 45 2 7   

烏
山 

八幡山 
昭和

49年 

48

年 
区 20 24 44 4 19 

0 

  

給田 
昭和

44年 

53

年 
区 16 18 34 1 12   

計 － － － 173 240 413 22 110 0   

 

資 料

15 
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                             区立幼稚園集約化等計画（案）「概要版」           令和４年７月  別紙２ 

 

１．「区立幼稚園集約化等計画」策定の趣旨 
・世田谷区では、「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」等を踏まえ、令和３年度に、区の教育・
保育の推進拠点として、乳幼児教育支援センターを設置するなど、就学前の子どもの教育・保育の充
実に取り組んできた。 
・この間、令和元年１０月に幼児教育・保育が無償化し、令和３年９月には「医療的ケア児支援法」
が施行されるとともに、令和２年４月には区の保育待機児は解消し、令和２年度以降、区立幼稚園・
認定こども園（以下「区立幼稚園等」という。）の入園者数の減少が顕著となり、園の小規模化によ
り集団教育・保育から得られる様々な体験や活動に制約が生じることが懸念されるなど、区の乳幼児
教育・保育施設をめぐる状況は大きく変化している。 
・本計画は、こうした状況の変化に対応し、区立幼稚園等における質の高い教育・保育の実践と区全
体の教育・保育の質の向上を図るため、「子ども・子育て支援事業計画調整計画」に示される予定の
「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」を踏まえ、平成２６年８月策定の「区立幼稚園
用途転換等計画」（以下「用途転換等計画」という。）を見直し、今後の区立幼稚園等のあり方につい
て示すものである。 
２．「区立幼稚園用途転換等計画」見直しの背景 
（１）用途転換等計画の進捗状況 
・用途転換等計画では、区立幼稚園９園について、５園を区立の幼保連携型認定こども園に、４園を
公私連携の私立認定こども園へと用途転換を進めることとしている。 
・これに基づき、平成２８年度に区立多聞幼稚園を幼稚園型認定こども園へ用途転換するとともに、
区立塚戸幼稚園については、平成３０年度をもって閉園し、令和２年度、同園跡地に公私連携の幼保
連携型認定こども園を開設した。 
・区立松丘幼稚園は、区立弦巻中学校との複合化による改築・用途転換を計画していたが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響に伴う事業見直しにより、弦巻中学校との複合化による改築・用途転換は中
止となった。 
・区立砧幼稚園については、区立砧小学校の改築に合わせた複合化による改築・用途転換を計画して
おり、改築後は医療的ケア児を幼稚園から小学校、新ＢＯＰまで受け入れるモデル的取組みの一環を
担うことが予定されている。 
（２）区立幼稚園等の現状及びそれを取り巻く状況 
① 区立幼稚園等入園者数の減少と配慮を要する児童の割合の上昇 
・区立幼稚園等では、幼児教育・保育の無償化等の影響により在園児数が急激に減少しており、定 
員の充足率は、平成２９年度の約７６．４％に対して、令和４年度は約３８％となっている。 
・一方、在園児に配慮を要する児童が占める割合は、平成２９年度が約１５.２％なのに対して、令
和４年度は約２５.２％に上昇している。 
② 未就学児人口の減少 
・令和４年の世田谷区の０歳～５歳の未就学児人口は、ピーク時の平成３０年と比較すると約９％減 
少している。 
③ 保育待機児の解消・私立幼稚園入園児数の減少 
・保育待機児数は、区内保育施設の整備が進んだことなどにより、令和２年４月に０人となり、保育
待機児は解消された。 
・私立幼稚園の入園者数は、減少傾向に転じており、東京都の「学校基本調査」によれば、平成３０
年度と比較すると令和３年度の入園者数は約１９.５％減となっている。 
④ 医療的ケア児支援法の施行   
・令和３年９月１８日に医療的ケア児支援法が施行され、区立幼稚園等を含む学校等の設置者は、医
療的ケア児に対して、看護師等の配置等の必要な措置を講ずる責務を負うこととなった。 
⑤ 乳幼児教育支援センター機能の設置 
・区では、令和３年１２月に開設した乳幼児教育支援センターを区の乳幼児期の教育・保育の推進拠
点として位置づけ、今後は、同センターを中心として、乳幼児期の子どもたちに質の高い教育・保育
を提供する体制の構築に取り組んでいく。 
３．区立幼稚園集約化等計画 
（１）用途転換等計画の見直し 
・保育待機児が解消したことにより、区としては当面の間、新規の保育施設の整備を見合わせる方針
としたことを踏まえ、区立幼稚園の公私立の幼保連携型認定こども園への用途転換についても、当面
行わないこととする。 
 

（２）区立幼稚園の集約化 
・区立幼稚園・認定こども園への入園者の著しい減少等の乳幼児教育・保育施設をめぐる状況変化
を踏まえ、現在８園ある区立幼稚園等については、地域の乳幼児期教育・保育の拠点として区内５
地域に各１園に、段階的に集約化する。 
・３歳の段階から配慮を要する児童や医療的ケア児の受け入れ等のため３歳児保育の導入に向けた
検討を行う。 
① 約化にあたっての整備の手法 
 配慮を要する児童等の受入れに向けた機能強化を目的とした一部改修を行い、既存施設を活用することを
基本とする。 

➁ 集約化後の施設類型・クラス・定員等 
・集約化後の施設類型は、区立幼稚園もしくは幼稚園型認定こども園とする。 
・学年数、クラス数、定員等の詳細は、各施設の個別の集約化計画等で定める。 
・幼稚園型認定こども園へ用途転換する場合は、給食提供のための厨房の設置工事を行うことを基
本とする。 

③ 集約化の年次等 
・集約化の年次、集約化の組み合わせ等については、区立幼稚園の在園状況や地域の教育・保育の
拠点としての地理的条件、施設の改修・改築工事の可能性、集約化後の跡地の活用等を総合的に
勘案して確定していく。 

 【各園の集約化の内容・年次について】 

地 域 園 名 集約化の内容 運営形態 
集約化等の 
想定年次 

世田谷 
桜丘幼稚園 松丘幼稚園と桜丘幼稚園を集約化 

（現桜丘幼稚園の園舎・園庭を活用） 
区立幼稚園 令和８年度以降 

松丘幼稚園 

北 沢 多聞幼稚園 用途転換済 
区立幼稚園 
型認定こども園 

－ 

玉 川 
中町幼稚園 三島幼稚園と中町幼稚園を集約化 

（現中町幼稚園の園舎・園庭を活用） 
区立幼稚園 令和９年度以降 

三島幼稚園 

砧 砧幼稚園 
区立砧小学校と 
複合化後に用途転換 

区立幼稚園型 
認定こども園 

令和 11年度以降 
(新園舎の供用) 

烏 山 
八幡山幼稚園 給田幼稚園と八幡山幼稚園を集約化 

（現八幡山幼稚園の園舎・園庭を活用） 
区立幼稚園 令和 10年度以降 

給田幼稚園 
※ 上記想定年次は、現時点での最短で整備が可能な年次を記載。 
※ 集約化の組み合わせ及び集約化の順序は、現時点での想定を記載 
※ 集約化等の想定年次」について砧幼稚園は、集約化の想定年次ではなく、新園舎の供用が可能となる想定年次 

（３）今後の区立幼稚園等のあり方 
➀ 乳幼児期の教育・保育の質の向上に向けた連携の先導・推進 
・地域の教育・保育の拠点としての役割を担う区立幼稚園等は、私立幼稚園や保育所等と連携しながら、
施設種別の枠を超えた連携や、保・幼・小・中との交流・連携等を先導・推進する。 
➁ 社会の変化に伴う働き方の多様化等に対応した機能充実 
・保護者等のニーズの多様化に対応するため、長期休業期間中の預かり保育の実施や、預かり保育 
の時間延長等、区立幼稚園等の機能充実を図る。 
③ 世田谷区の特色ある取組みの実施 
・乳幼児教育支援センターを中心としたモデル研究の取組みなど、世田谷区の特色ある取組みの担
い手として研究や事業を牽引する。 
➃ 配慮を要する児童・医療的ケア児の対応 
・集約化後も、私立幼稚園や保育所等と連携し相互に補完しながら、配慮を要する児童へのきめ細やか
な対応や、医療的ケア児支援法の施行を踏まえた医療的ケア児の対応に取り組む。 
（４) 今後の進め方について 
・区立幼稚園の集約化については、区の乳幼児期の教育・保育施設をめぐる状況の変化、区の財政
状況等を総合的に勘案し、段階的に進めていく。 
・区立幼稚園集約化後の跡地活用については、「子ども・子育て支援事業計画調整計画」に示される
予定の「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」を踏まえ、区立保育園の再整備計画の方
向性との整合性も勘案しながら、「子ども・子育て応援都市」として、教育を含む子ども・子育て施
策を一層バージョンアップするための検討・調整を行う。 
・本計画については、次期基本計画の中間見直しや「子ども計画（第３期）」の見直しの時期に合わ
せて、その進捗状況の検証等を行う。 
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令和 4 年７月２８日  
子 ど も ・ 若 者 部  
保 育 部 

子ども・子育て支援事業計画調整計画の検討状況について 

～今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）～ 

１主旨 

区では、子ども施策の基本的な考え方として、令和２年度～令和６年度を計画期間とする

「子ども計画（第２期）後期計画」を策定し、その中に各子ども事業の需要量見込みと供給

体制の確保の内容及び実施時期を定めている子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育

て支援事業計画（以下、「支援事業計画」）」を内包している。 

現在、本年 5 月に未就学児及び就学児の保護者 12,000 名を対象に実施したニーズ調査や

利用者へのヒアリングの結果、本年７月の世田谷区将来人口推計、後期計画及び子ども・子

育て支援事業計画の進捗状況及び評価を踏まえたうえで「支援事業計画」を見直し、令和５

年３月に、令和５・６年度を期間とする「子ども・子育て支援事業計画調整計画（以下「調

整計画」）」を策定するため、世田谷区子ども・子育て会議で、評価・検証を行いながら、検

討を進めている。 

今回の「調整計画」は、単に事業の需要量の見込みと供給体制の確保を定めるだけでな

く、「世田谷区未来つながるプラン」と連動し、「今後の子ども政策の考え方（グランドビジ

ョン）」を示すものであり、子ども人口の減少にあわせて支援や施設を減らすのではなく、

これまでの支援や施設の種別ごとに進めてきた施策を子ども・子育て関連施策全体で必要な

施策に組み換え、「子ども子育て応援都市」をバージョンアップするための施策の構築に取

り組むものとする。 

この度、「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」の基本的な考え方をまとめた

ので、報告する。 

【計画の期間】 

平成27年 28 年 29 年 30 年 令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

 

 

 

 

 

         

 

  

子ども計画(第２期)（10 年間）平成 27 年度～令和６年度 
 

子ども・子育て支援事業計画（５年間） 

調整計画（３年間） 

子ども計画(第２期)後期計画 
令和２～６年度（５年間） 

●ニーズ調査 ●ニー
ズ調査 

子ども・子育て支援事業計画（５年間） 

調整計画 

参 考 
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２背景 

(1)子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果（速報値）から推測される子育ての状況 

今回のニーズ調査結果、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含め、子どもと子育て

家庭を取り巻く状況の変化が、以下のとおり、表れている。今後、年齢や地域等のクロス

集計等の詳細の分析を行い、今年度中に報告書としてまとめる予定である。 

①日常的に子どもをみてもらえる親族や友人・知人が「誰もいない」との回答が半数 

・「日常的に子どもをみてもらえる親族や友人・知人」が「誰もいない」と回答した割合

は、未就学児 55.5%、就学児 49.7％となっている。 

②妊娠中や出産後、周囲の手伝いや声掛けが得にくくなっている 

・「妊娠中、身近な方で気にかけてくれた、助けてくれた人」は、「里帰り出産した父母」

が 30.4%（前回比▲3.9 %）、「近居父母」が 22.7%（前回比▲2.1 %）、「近所の人」が

6.9%（前回比▲3.2 %）と前回調査より下がっている。 

・「出産後、一緒に子育てや家事を手伝ってもらった人」は、「配偶者・パートナー」が

79.9%（前回比+5.2%）と上昇した一方、それ以外は、「遠居の父母」が 32.3％（前回

比▲3.0％）、「里帰り出産した父母」が 32.0%（前回比▲4.2%）、「近居父母」が 20.8%

（前回比▲1.1%）、「父母以外の親族」が 12.3%（前回比▲2.4%）と下がっている。ま

た、「友人・知人」が 16.6％（前回比▲3.2）、「近所の人」が 2.6%（前回比▲2.2%）と

なり、いずれも前回調査より下がっている。 

③子育ての心配事や悩み事の相談先が少なくなっている 

・「子育ての心配ごとや悩みごとの相談先」は、「配偶者・パートナー」と答えた割合は未

就学児 88.6％（前回比+2.8％）、就学児 85.0％（前回比+2.0％）と大きな変化はないも

のの、「近所の友人・知人」が未就学児 18.6％（前回比▲5.3％）、就学児 25.3％（前回

比▲3.0％）、「子どもを介して知り合った友人」が未就学児 29.6％（前回比▲13.0％）、

就学児 43.2％（前回比▲9.1％）、となっており、いずれも前回調査より下がっている。 

(2)世田谷区の子どもと子育て家庭の状況 

①出生数と合計特殊出生率 

・区の出生数及び合計特殊出生率は、ともに増加傾向にあったが、平成 28 年から減少傾

向にあり、令和 2 年の出生数は 6,684 人、合計特殊出生率は 0.99（国 1.33、東京都

1.13）となっている。 

②合計特殊出生率対象年齢（15～49 歳）女性の人口の割合 

・合計特殊出生率の対象である 15～49 歳女性の区の総人口に占める割合は、低下傾向に

あり、令和４年は 24.5％（全国平均 19.4％）となっており、今後、女性人口の減少が下

げ止まらない場合、その影響により出生数の減少が継続する可能性がある。 
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③婚姻と出産の状況 

・減少傾向にあった区の婚姻届出件数は、全国と同様の傾向にあり、令和元年には増加

したが、令和２年には急激に減少し、9,599 件となっている。東京都の令和 2 年の女性

の平均初婚年齢は 30.4 歳で、平成 27 年度以降、ほぼ横ばい傾向である。 

・令和 2 年の母親の年齢別出産状況は、30～34 歳で出生した母親が最も多く、続いて、

35～39 歳、25～29 歳となっており、ともに減少傾向であるが、40 歳以上だけが増加

しており、出産の高齢化が進んでいる。また、令和 2 年の出生順位別の状況は、第１

子が全体出生数の 56.9％となっており、第 2 子の割合は 33.9％と減少傾向にあり、家

族内の子どもの数が減少している。 

④乳幼児の養育状況 

・令和３年度の乳幼児の養育状況について、３～５歳児の９割程度が保育所や幼稚園を利

用している一方、０～２歳児は家庭養育の割合が高く、特に０歳児の 75.1％が家庭で養

育されている。 

・１歳児及び２歳児は年々家庭での養育から保育所等の利用に移る傾向があるが、０歳児

の養育状況の変化はみられない。幼稚園の利用状況割合は年々減少しており、令和３年

度は就学前人口の 22.6％が幼稚園を利用している一方、保育所等（認可保育施設･事

業、保育室・保育ママ・認証保育所）の入所割合は年々上昇しており、令和３年度は就

学前人口の 46.０％が保育を利用している。 

(3)将来人口推計 

①０～５歳人口 

・平成 29 年人口推計値（前回計画策定時）は、令和６年度まで 45,000 人前後を横ばい

で推移すると推計していた。実際の人口は、令和２年 43,995 人（推計値より 約

1,000 人減）、令和３年 42,738 人（推計値より約 2,000 人減）、令和４年 40,996 人（推

計値より約 3,500 人減）となった。令和４年人口推計値では、出生数の減少と生産年

齢人口の転出超過の傾向もあり、令和６年には、38,365 人となる見込みである。その

後も、減少傾向は継続する推計で、10 年後の令和 14 年には、35,000 人前後となり、

同水準で推移する見込みである。 

■ 平成 29 年人口推計値と実人口、令和 4 年人口推計値（０～５歳）（世田谷区） ■ 

 
【資料：世田谷区将来人口推計（平成 29年、令和４年／世田谷区）より作成】 
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49,000

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

H29人口推計（0～5歳） 実際の人口（0～5歳） R4人口推計（0～5歳）
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②６～１１歳人口 

・平成 29 年人口推計値（前回計画策定時）は、令和４年度まで毎年約 1,000 人増加し、そ

れ以降も、増加で推移すると推計していた。実際の人口は、令和２年 44,215 人（推計値

より約 200 人減）、令和３年 44,903 人（推計値より約 600 人減）、令和４年 45,115 人

（推計値より約 1,200 人減）となった。令和４年人口推計値では、徐々に減少に転じ、

令和６年には、44,497 人となる見込みである。10 年後の令和 14 年には、3,6000 人前後

となり、その後は、3 万 5,000 人前後で推移する見込みである。 

■ 平成 29 年人口推計値と実人口、令和 4 年人口推計値（６～１１歳）（世田谷区） ■

 
【資料：世田谷区将来人口推計（平成 29年、令和４年／世田谷区）より作成】 

(4)国の子ども関連政策の動向 

・国は、令和３年 12 月に「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」を閣議決定し

た。常に子どもの最善の利益を第一に考え、子どもに対する取組・政策を我が国社会の真

ん中に据えて、子どもの視点で、子どもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子どもの

権利を保障し、子どもを誰一人取り残さず、健やかな成長を後押しするため、新たな司令

塔として、令和５年４月の「こども家庭庁」設置を予定している。また、子どもの権利を

守るための理念などを規定する「こども基本法」の施行が予定されている。さらに、子育

て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行うことを趣旨とし、令和６年４月１

日に「児童福祉法」等の一部改正が予定されている（一部をのぞく）。 

 

  

42,150 
43,364 

44,450 

45,486 
46,361 46,552 46,821 

42,350 
43,449 44,215 

44,903 

45,115 44,833 

44,497 

35,000

37,000

39,000

41,000

43,000

45,000

47,000

49,000

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

H29人口推計（6～11歳） 実際の人口（6～11歳） R4人口推計（6～11歳）
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３調整計画の策定の基本的考え方 

 (1) 調整計画の策定にあたっての視点 

・調整計画の策定にあたっては、後期計画の「目指すべき姿」である「子どもがいきいきわ

くわく育つまち」、基本コンセプトの「子ども主体」、 子どもを権利の主体としてその最善

の利益を保障することを実現する「つなぐ・つながる」、「参加と協働」、「地域の子育て

力」の３つの視点、４つの重点政策を継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子ども・子育て施策を機動的、かつ実効性のある形で実施するために、令和７年度から

の子ども計画（第３期）につながる施策の展望も見据えて、以下の５つの視点を踏ま

え、調整計画を策定する。なお、策定後も、コロナ禍からの復興の状況によって、方向

性を見直す必要が生じた場合は、子ども計画（第３期）策定の中で、改めて検討する。 

◎子どもを権利の主体としてその最善の利益を保障するという視点 

近年、出生数や未就学児童数が減少しているが、子どもの数の減少にあわせて確保量

を減少させるのではなく、子どもが健やかに育つことを支えるための支援や、出産や子

育てを希望する方が子どもと楽しみながら子育てできる環境を確保し、後期計画に掲げ

る子どもを権利の主体としてその最善の利益を保障するという視点で、各事業の必要性

や効果を十分に考慮して検討する。 

◎すべての子どもや子育て家庭を対象とした支援の充実という視点 

後期計画では、すべての子どもが、障害の有無や家庭の経済状況、多文化とのルー

ツ等によって、守られるべき権利が侵害されることなく、安心して楽しく過ごすこと

のできる環境が守られることを目指している。困難な状況にある家庭を必要な支援に

世田谷区子ども計画（第２期）後期計画（令和２年度～令和 6 年度） 

目指すべき姿「子どもがいきいきわくわく育つまち」 
すべての子どもが、家庭や地域・他者との関わりや多様な体験の中で、本来もっている力を

存分に発揮し、喜びをもって健やかに育っていきます。 

子ども主体※を実現するための３つの視点 

つなぐ・つながる 

参加と協働 地域の子育て力 

重点１子どもが地域の

中で自ら生きる力を育

むことを支えます 

重点２妊娠期から地域の

中で子育てを楽しめるよ

う子育て家庭を支えます 

重点３基盤の整備と質の

確保・向上により子ども

と子育て家庭を支えます 

重点４緊急対応の着実な運用により 子どもの命と権利を守り、 

その後の地域生活を支えます 

４つの重点政策 

※子どもを権利の主体としてその最善の利益を保障すること 
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つなげることも重要であるが、日常的に子育て家庭が、地域の人々や子育て支援につ

ながっていることがより大切であるため、すべての子どもや家庭を対象に、子どもが

安心して健康に暮らせることを目的とした施策（一次予防）を充実させる。  

◎在宅子育て家庭への支援の強化という視点 

０～２歳児の在宅子育て家庭が多いという現状を踏まえ、教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の確保量だけでなく、利用要件の見直し等も検討し、在宅子育て

家庭の育児負担を軽減するための支援を強化する。  

◎働き方や子育ての多様化への対応 という視点 

育児休業の利用の拡大、テレワークの普及等により、働き方や子育ての環境は変化

しており、子どもと子育て家庭の状況は、これまで以上に多様化している。人口推計

や世帯の動態、子育て家庭へのニーズ調査や利用者へのヒアリング等をもとに、保護

者のライフスタイルや働き方、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用意

向の変化を把握・検証し、確保量の見込みを検討する。  

◎子どもをまちの中心に、人と人とがつながる地域づくりという視点 

（子ども・子育て応援都市のバージョンアップ）  

「子ども・子育て応援都市」として、区民、保護者、子育て支援者、事業者等と

「協働」して、地域の中で子どもが健やかに育ち、保護者が安心して子育てを楽しむ

ことができる地域社会づくりに取り組んできたが、長引くコロナ禍において、地域の

中で子どもが周囲の大人等に見守られながら多様な経験をしながら育つことや、人と

のつながりの中で子育てすることが難しい状況にある。子どもをまちの中心に、人と

人とがつながる地域づくりを目指し、地域の子育て力の向上を図るためのネットワー

クの連携強化を図る。  



33 

7 

 

(2)今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン） 

今回の調整計画の策定の視点を踏まえ、令和７年度からの「子ども計画（第３期）」に

つながる施策の展望を見据え、これまで子ども施策へ投入していた資源を一体的にとら

え、今後の区を取り巻く状況に対応する必要がある。さらに、子ども・子育て施策をより

一層加速させるため、以下のとおり「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」

を定める。 

この「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」は、近年、区の出生数が減少

し、国全体も人口減少社会に突入し、今後も、年少人口の減少が見込まれる中、子どもが

生まれ、健やかに育つ環境を整えるためにも、単に子ども人口の減少にあわせて支援や施

設を減らすのではなく、これまでの支援や施設の種別ごとに進めてきた施策を子ども・子

育て関連施策全体で必要な施策に組み換え、「子ども子育て応援都市」をバージョンアッ

プするための施策の基本的な考え方である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 子どもの権利保障と子どもを中心とした地域づくり 

  子どもや若者が、地域で、様々な活動に参加し、意見を述べる中で、地域住民の一
人として位置づけられ、多くの人々に温かく見守られながら、様々な経験を重ね、の
びやかに育つことで、地域の人々が子どもや若者を中心につながり、すべての人々
が、いきいきと暮らすことができる地域社会の実現を目指す。 

②地域や人とのつながりの回復に向けた日常的な見守りネットワークの強化 

地区の四者連携を通じ、日常的に子どもや子育て家庭をあたたかく見守り支えるネッ
トワークの連携強化を図り、地域のつながりの中で子ども・若者が育つ環境づくりに取
り組む。 

③世田谷版ネウボラの新展開（在宅子育て支援の充実） 

すべての子育て家庭が、妊娠期から孤立することなく、地域の人々や子育て支援につ
ながり、健やかで安心して暮らせるよう世田谷版ネウボラの新展開に取り組む。 

🔶おでかけひろば（児童館の子育てひろば含む）：産前産後の支援を実施、より身近（ベビーカ

ーや子どもが歩いて 15 分）に整備 68 カ所→80 カ所※（令和 8 年度）※未整備児童館含むと８８カ所 

🔶児童館の子育て支援館を全児童館に展開 5 カ所→33 カ所 

🔶訪問型などの産後ケア事業の更なる支援の充実 

④子ども・子育て支援の基盤整備（支援の質の向上と機能転換・拡充） 

これまでの施設や財源等について、在宅子育て支援を重点に振り向け、施設種別を超
えた転用を図ることにより、子ども・子育て関連施策全体のさらなる充実に取り組む。 
🔶おでかけひろば（児童館の子育てひろば含む）：産前産後の支援を実施、より身近（ベビー

カーや子どもが歩いて 15 分）に整備 68 カ所→80 カ所（令和 8 年度）（再掲） 

🔶児童館：未整備地区に順次開設 25 館→33 館（令和 16 年度） 

🔶区立保育園：園児に限らず就学前の子どもの育ちのセーフティネット、計画的な再整備を実

施 46 園→39 園（令和 16 年度） 

🔶区立幼稚園：インクルーシブな教育・保育の推進、3 歳児保育の実施 8 園→地域に 1 カ所

（令和 10 年度以降） 

⑤セーフティネットの強化 

児童相談所と子ども家庭支援センターによる「のりしろ型」支援の中で、虐待等の早
期発見、早期対応、再発防止を図るため、地域で多様な支援や見守りを行えるよう、子
どもの不安や困難な状況、保護者の育児困難の解消を目的とする子ども・子育て支援を
さらに充実する。これまで以上に虐待予防と回復に向けた支援を行うことで、子どもの
命を守るためのセーフティネットとしての区の責任を果たす。 
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(3)今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）を踏まえた更なる取組み強化策 

「今後の子ども政策の考え方（グランドビジョン）」を踏まえ、後期計画に掲げる４つ

の重点政策ごとに、更なる子ども・子育て施策の強化策について、検討を進めている。 

【後期計画に掲げる４つの重点政策】 

重点政策１：子どもが地域の中で自ら生きる力を育むことを支えます 

重点政策２：妊娠期から地域の中で子育てを楽しめるよう子育て家庭を支えます 

重点政策３ 基盤の整備と質の確保・向上により子どもと子育て家庭を支えます 

重点政策４ 緊急対応の着実な運用により 

子どもの命と権利を守り、その後の地域生活を支えます 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和４年９月     福祉保健常任委員会（ニーズ調査速報値、素案の報告） 

   ９月～１０月 第６・７回子ども・子育て会議支援事業計画見直し部会 

   １１月    第３回子ども・子育て会議（調整計画案の意見聴取） 

令和５年 ２月    福祉保健常任委員会（調整計画案の報告） 

    ３月    調整計画の策定  
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別添資料 

１ 子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査結果（世田谷区） （速報値） 

 

 就学前児童保護者調査 就学児童保護者調査 

①対象 区内在住の 0 歳～5 歳児童の保護者 

各年齢 1,000 人 計 6,000 人 

区内在住の 6 歳～11 歳児童の保護者 

各年齢 1,000 人 計 6,000 人 

②回収率 52.3％  ※平成 30 年 52.1％ 55.0％  ※平成 30 年 55.3％ 

③抽出方法 住民基本台帳から層化二段無作為抽出法（基準日：令和 4 年 4 月 1 日） 

④調査方法 郵送配布及び郵送・インターネット回収 

⑤調査期間 令和４年５月９日から２３日まで 

 

①子どもをみてもらえる親族、友人・知人はいますか 

（ア）未就学児 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）就学児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.9

7.7

2.9

55.5

0.2

0 20 40 60 80

祖父母等の親族

友人・知人

その他

誰もいない

無回答
全体(N=3,137)

（%）

73.1

22.2

3.6

17.5

0.1

0 20 40 60 80

祖父母等の親族

友人・知人

その他

誰もいない

無回答
R４調査(N=3,137)

（%）

38.5

18.4

2.6

49.7

0.1

37.6

18.1

2.7

50.4

0.1

40.5

19.2

2.7

47.9

0.0

0 20 40 60 80

祖父母等の親族

友人・知人

その他

誰もいない

無回答

全体(N=3,299)

6～9歳(n=2,187)

10・11歳(n=1,086)

（%）
68.6

41.2

3.1

14.3

0.1

68.3

40.1

3.5

15.0

0.0

69.8

43.6

2.5

12.5

0.1

0 20 40 60 80

祖父母等の親族

友人・知人

その他

誰もいない

無回答

全体(N=3,299)

6～9歳(n=2,187)

10・11歳(n=1,086)

（%）
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②妊娠中、身近な方で気にかけてくれた、助けてくれた人はいましたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③出産後、一緒に子育てや家事を手伝ってもらった人はいましたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.9

5.8

30.4

22.7

36.3

19.2

4.2

51.1

6.9

1.1

6.7

0.3

85.4

5.0

34.3

24.8

36.6

19.7

3.9

52.9

10.1

1.1

5.5

0.6

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

同居の父母

里帰り出産をした際の父母

近居父母(概ね30分以内で行き来できる範囲)

遠居の父母

父母以外の親族

子育て支援ヘルパー、ベビーシッター

友人・知人

近所の人

助けてくれたと感じられなかった

その他

無回答

R４調査(N=3,137)

H30調査(N=3,123)

（%）

79.9

5.9

32.0

20.8

32.3

12.3

6.8

16.6

2.6

1.7

4.9

0.4

74.7

5.5

36.2

21.9

35.3

14.7

7.0

19.8

4.8

1.9

4.2

0.7

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

同居の父母

里帰り出産をした際の父母

近居父母(概ね30分以内で行き来できる範囲)

遠居の父母

父母以外の親族

子育て支援ヘルパー、ベビーシッター

友人・知人

近所の人

お手伝いしてもらったと感じられなかった

その他

無回答

R４調査(N=3,137)

H30調査(N=3,123)

（%）
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④子育てに心配ごとや悩みごとがある時、誰に相談しますか 

（ア）未就学児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88.6

63.2

39.1

24.3

18.6

29.6

3.5

0.4

20.7

2.8

27.8

9.8

7.8

2.3

2.0

21.2

0.8

0.5

85.8

64.7

37.4

24.0

23.9

42.6

2.4

0.3

20.0

2.2

24.5

13.2

6.2

1.9

2.4

23.7

1.0

0.3

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

その他の家族・親族

学生時代の友人・知人

職場や仕事上の友人・知人

近所の友人・知人

子どもを介して知り合った友人

ＳNＳを介して知り合った友人

民生・児童委員、主任児童委員

かかりつけ医

看護師・助産師

保育園や担任保育士

幼稚園や担任教諭

おでかけひろば・子育てひろばのスタッフ

地域の子育て支援団体のスタッフ

その他

インターネット等で自分で調べて解決する

相談できる人はいない

無回答

R４調査(N=3,137)

H30調査(N=3,123)

（%）
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（イ）就学児 

 

 

 

 

  

85.0

62.6

32.8

23.0

25.3

43.2

1.9

0.5

13.0

0.7

22.0

7.9

1.8

0.5

10.0

17.5

1.6

1.5

0.4

83.0

58.8

30.6

22.1

28.3

52.3

0.9

0.6

12.6

0.8

24.2

7.7

2.0

1.1

12.1

18.5

1.7

0.8

0.5

0 20 40 60 80 100

配偶者・パートナー

その他の家族・親族

学生時代の友人・知人

職場や仕事上の友人・知人

近所の友人・知人

子どもを介して知り合った友人

ＳＮＳを介して知り合った友人

民生・児童委員、主任児童委員

かかりつけ医

看護師・助産師

学校や担任教諭

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー

新ＢＯＰ

児童館

習い事や学習塾の先生

インターネット等で自分で調べて解決する

その他

相談できる人はいない

無回答

Ｒ４調査(n=2,187)

Ｈ30調査(N=2,212)

（%）
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２ 年次別出生数と合計特殊出生率の推移（世田谷区）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保健福祉総合事業概要より作成（各年 10月１日） 

 

＜参考：年次別出生数と合計特殊出生率の推移（全国）＞ 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

 

  

7,289 7,272 

7,433 

7,731 

7,968 8,019 
7,947 

7,459 
7,371 

6,868 

6,684 

0.95 

0.99
0.98

1.04
1.06 1.10 1.10 

1.06 1.07 

1.01 
0.99 

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

平成22年…23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年令和元年 ２年

（人）

出生数

合計特殊出生率

平成22年 23年 24年 25年 26年 27年

出生数（人） 1,071,305 1,050,807 1,037,232 1,029,817 1,003,609 1,005,721

合計特殊出生率 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45

28年 29年 30年 令和元年 ２年

出生数（人） 977,242 946,146 918,400 865,234 840,835

合計特殊出生率 1.44 1.43 1.42 1.36 1.33
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３ 人口及び合計特殊出生率対象年齢（15～49 歳）女性の人口の割合（世田谷区）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：世田谷区住民基本台帳（各年 10月１日）から作成 

 

＜参考：人口及び合計特殊出生率対象年齢（15～49 歳）女性の人口の割合（全国）＞ 

 

 

 

資料：総務省統計局「人口推計」（各年４月１日現在） 

 

  

900,107 

908,907 

917,486 

920,372 

916,208 

25.7 25.5 25.3 
25.0 

24.5 

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

32.5

35.0

880,000

890,000

900,000

910,000

920,000

930,000

平成30年 31年 令和2年 3年 4年

（％）（人）

区の人口 15～49歳女性人口の比率

平成30年 令和元年 ２年 ３年 ４年

総人口（万人） 12,653 12,623 12,596 12,541 12,519

15～49歳の女性の割合（％） 20.2 20.0 19.8 19.6 19.4
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４ 婚姻件数の推移及び初婚年齢の推移（世田谷区・東京都）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計、世田谷区統計書 

 

＜参考：婚姻件数の推移及び初婚年齢の推移（全国）＞ 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

  

平成23年 24年 25年 26年 27年

婚姻件数（件） 700,222 661,898 668,870 643,783 635,225

男性 32.7 32.9 33.0 33.2 33.3

女性 30.5 30.7 30.8 30.9 31.1

28年 29年 30年 令和元年 ２年

婚姻件数（件） 620,707 606,952 586,481 599,007 525,507

男性 33.3 33.4 33.5 33.6 33.4

女性 31.1 31.1 31.2 31.4 31.3

平均初婚
年齢（歳）

平均初婚
年齢（歳）

11,775 11,742 11,847 11,678 11,520 11,350 11,154 
10,668 

11,264 

9,599 

31.9 32.1 32.2 32.3 32.4 32.3 32.3 32.3 32.3 32.1

30.1 30.3 30.4 30.5 30.5 30.5 30.4 30.4 30.5 30.4

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

平成

23年

24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和

元年

2年

区の婚姻届出件数 男性（東京都） 女性（東京都）

（歳） （件）
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５ 母親の年齢別出産状況の推移（世田谷区）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：母親の年齢別出産状況の推移（全国）＞ 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

  

164 152 161 172 125

1,119 1,098 
1,030 1,042 992 

2,959 

2,745 2,765 

2,470 2,414 2,787 

2,592 2,533 

2,359 2,305 

918 872 882 825 848

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成28年 29年 30年 令和元年 2年

（人）

24歳以下 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40歳以上

資料：保健福祉総合事業概要より作成 

平成28年 29年 30年 令和元年 ２年

出生総数（人） 977,242 946,146 918,400 865,239 840,835

 24歳以下 93,293 89,172 85,801 79,874 73,699

　25～29歳 250,715 240,959 233,754 220,933 217,804

  30～34歳 355,018 345,441 334,906 312,582 303,436

  35～39歳 223,329 216,954 211,021 201,010 196,321

  40歳以上 54,885 53,620 52,917 50,840 49,575

年齢（歳）
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６ 出生順位別割合の状況（世田谷区）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保健福祉総合事業概要より作成 

 

＜参考：出生順位別割合の状況（全国）＞ 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

  

平成28年 29年 30年 令和元年 ２年

出生総数（人） 977,242 946,146 918,400 865,239 840,835

第１子 47.1 46.4 46.4 46.3 46.7

第２子 36.4 36.9 36.8 36.5 36.2

第３子以上 16.5 16.7 16.8 17.2 17.2

割合（％）

57.0 56.3 55.7 56.2 56.9 

34.5 35.2 35.4 34.3 33.9 

7.2 7.3 7.5 8.0 7.5 
1.0 0.9 1.1 1.2 1.3 

0.2 0.4 0.2 0.3 0.4 

平成28年 29年 30年 令和元年 2年

第５子以上

第４子

第３子

第２子

第１子

（％）
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７ 区の乳幼児の養育状況 

(1)令和３年度（世田谷区）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保健福祉総合事業概要 

(2)乳幼児の養育状況の推移（割合）（世田谷区）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保健福祉総合事業概要 

  

22.9 

47.3 49.2 48.3 46.5 43.8 43.4 2.0 

4.8 5.0 1.6 1.2 1.3 2.6 

0.0 

0.0 0.1 

38.9 43.6 46.3 

22.6 
75.1 

47.8 45.7 

11.2 8.7 8.6 

31.4 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 全体

家庭・その他

幼稚園等

（公立・私立）

保育室・保育ママ・

認証保育所

認可保育施設・事

業

（％）

21.9 22.9 23.9 24.2 25.8 29.2 32.8 35.3 37.6 40.7 43.4 
4.6 5.1 5.5 6.2 5.4 

4.8 
4.1 

3.8 3.6 
2.9 

2.6 
29.6 29.4 29.3 28.5 27.3 

26.8 
26.3 25.3 24.8 23.8 22.6 

43.9 42.6 41.2 41.1 41.5 39.2 36.9 35.6 34.0 32.7 31.4 

平成２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 ３１年 令和２年 ３年

家庭・その他

幼稚園

保育室・保育マ

マ・認証保育所

認可保育施設・

事業

（％）
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(3)乳幼児の養育状況の推移（０～５歳）（世田谷区）  

   〈０歳〉         〈１歳〉       〈２歳〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〈３歳〉         〈４歳〉       〈５歳〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保健福祉総合事業概要から作成 

18.5 19.9 22.2 22.9 

4.5 3.9 2.5 2.0 

76.9 76.2 75.3 75.1 

平成３０年 ３１年 令和２年 ３年

家庭・その

他

保育室・保

育ママ・認証

保育所

認可保育

施設・事業

（％）

36.3 39.3 42.9 
47.3 

7.7 
7.1 

5.4 
4.8 

56.0 53.6 51.7 47.8 

平成３０年 ３１年 令和２年 ３年

家庭・その

他

保育室・保

育ママ・認証

保育所

認可保育

施設・事業

（％）

39.7 42.1 
46.5 49.2 

6.9 
7.3 

5.5 
5.0 

53.4 50.5 47.9 45.7 

平成３０年 ３１年 令和２年 ３年

家庭・その

他

保育室・保

育ママ・認証

保育所

認可保育

施設・事業

（％）

40.6 43.4 46.4 48.3 

1.5 
1.8 

1.6 1.6 

44.6 
42.3 40.5 38.9 

13.3 12.4 11.6 11.2 

平成３０年 ３１年 令和２年 ３年

家庭・その

他

幼稚園

保育室・保

育ママ・認

証保育所

認可保育施

設・事業

（％）

39.0 40.5 43.8 46.5 

1.0 0.9 
1.4 

1.2 

52.3 50.7 46.4 43.6 

7.8 7.9 8.4 8.7 

平成３０年 ３１年 令和２年 ３年

家庭・その

他

幼稚園

保育室・保

育ママ・認

証保育所

認可保育施

設・事業

（％）

37.0 39.1 40.4 43.8 

0.7 
0.9 1.0 

1.3 

55.3 52.3 50.0 46.3 

6.9 7.6 8.6 8.6 

平成３０年 ３１年 令和２年 ３年

家庭・その

他

幼稚園

保育室・保

育ママ・認

証保育所

認可保育施

設・事業

（％）


